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一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について

1 改正理由

地方公務員法及び地方 自治法の一部改正により、令和 2年度から新たに会計年度任

用職員の制度が創設 されることを受け、勤務条件等に関する規定を整備するもの

2 主な改正内容

(1)第 1条 の規定による一般職の職員の給与に関する条例の改正内容

地方公務員法第 22条の 2第 1項 に規定する会計年度任用職員に支給する給与に

関す る規定を整備する。 (第 26条一第 32条、附則第 15項、別表第 4腱)関係 )

(2)第 2条の規定による職員の退職手当に関する条例の改正内容

退職手当を支給する職員のみなし規定の適用対象者がフルタイム (1週 間の勤務

時間が 38時間45分)の会計年度任用職員であることを明確化 した規定を追加す

る。 (第 2条、附則第 29条関係 )

(31 第 3条から第 7条 までの規定による職員の懲戒の手続及び効果に関する条例等の

改正内容

会計年度任用職員に係 る規定を整備する。 (職員の懲戒の手続及び効果に関する

条例第 3条、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第 3条、職員の育児休

業等に関する条例第 7条、公益的法人等への職員の派遣等に関す る条例第 2条、上

越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第 3条関係 )

14)そ の他文言を整備する。

3 施行期 日

令和 2年 4月 1日

4 -般 職の職員の給与に関する条例等改正案新旧対照表

(1)第 1条 の規定による一般職の職員の給与に関する条例の一部改正

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(初任給、昇給及び昇格等の基準 )

第 4条 略

2 職員 (第 26条第 1頂に規定す る会計年

度任用職員 を除 く。以下この条、第 6条 第

3項、第 25条及び第 25条 の 3に おいて

同 じ。)の職務の級は、前項の職員の職務

の級 ご との定数 の範 囲 内で 、かつ、別 に規

則 で定める基準に従い決定す る。

3～ 13 略

(給料 の調整 )

(初任給、昇給及び昇格等の基準 )

第 4条  略

2 職員の職務の級は

、前項の職員の職務

の級 ごとの定数の範囲内で、かつ、別 に規

則で定める基準に従い決定す る。

3～ 13 略

(給料の調整 )
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改  正  案 改  正  前

第 8条 の 2 市長は、給料月額 (第 26条 第

1項に規定す る会計年度任用職員の給料月

額 を除 く。 以 下 この条 にお いて 同 じ。 )

が、職務の複雑、困難若 しくは責任 の度又

は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他

の動労条件が同 じ職務の級 に属す る他の職

に比 して著 しく特殊な職に対 し適 当でない

と認 めるときは、その特殊性に基づ き、給

料月額 について適正な調整額表 を別 に規則

で定めることができる。

2 略

(会 計年度任用職員    の給与 )

第 26条 法第 22条 の 2 1項 に規 定す る

会計年度任用職員 (以 下 「会計年度任用職

員」 とい う。 ) の給与は、第

2条 の規 定 にか かわ らず 、次 の とお りとす

る。

(1)パ ー トタイ ム会計年度任 用職員 (法 第

22条 の 2第 1項第 1号 に掲げる職員 を

同 じハ ) 報酬 (初 任給調整

(会 計年度任用職員の報酬及び給料 )

第 27条  フル タイム会計年度任用職員の給

料は、第 3条 第 1項 に規定する給料表を準

用 して支給する。

2 フル タイム会計年度任用職員の職務の級

手 当、地域手当、時間外勤務手当、宿 日

直手当、休 日勤務手当、夜間勤務手当及

び特殊 勤務 手 当に相 当す る報酬 (以 下

「付加報酬」 とい う。)を 含む。 )、 通

勤に係 る費用弁償及び期末手当

(2) フル タンイム 会 計 年 慮 イ千 用 職 昌

`渋
範

22条 の 2第 1頂第 ?号 に猛ィずる職員 を

い う。以下同 じ。) 給料、初任給調整

手 当、 地域 手 当、涌 勤 千 当 ヽ 時 F日日外 勤 落

手当、宿 日直手当、休 日勤塗二当_童皿

勤務 手 当、特殊 勤務 手 当、期 末 手 当及 び

退職手当

2 前項の報酬 (付加報酬を除く。)及 び給

挫 (以 下 「報酬及び給料」 とい う。)は、

月額又は時間単位の額 とする

い う。以下

第 8条の 2 市長は、給料月額が

_、 職務の複雑、困難若 しくは責任の度又

は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他

の勤労条件が同 じ職務の級に属する他の職

に比 して著 しく特殊な職に対 し適当でない

と認めるときは、その特殊性に基づき、給

料月額について適正な調整額表を別に規則

で定めることができる。

2 略

(非常勤の職員及び臨時職員の給与 )

第 26条  非常勤の職員 (再任用短時間勤

務職員等を除 く。以下同じ

。)及び臨時職員の給与は、第

2条 の規定にかかわらず、次のとお りとす

る。

(1)非常勤の職員

「付加報酬Jと い う。)を含む。)及び

通勤費

2 前項の報酬 (付加報酬を除く。)及び賃

全 (以 下「報酬及び賃金」という。)は、

月額又は時間単位の額 と 額は、常

報 酬

時間外勤務手当、宿 日

直手当、休 日勤務手当、特殊勤務手当及

び退職 手 当 に相 当す る給与 (以 下

(2) 臨 時 職 昌 管 小 勤脅 、割増管金 、

宿直費、能率賃金及び退職手当

し、そ の

勤の職員の給与 との均衡 を考慮 し、月額

30万 円 の飾 瞬l内 任命権者 が定 める。
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改  正  案 改  正  前

は、別表 第 414)に 定 め る基 準 に従 い決 定す

る。

3 パ ー トタイ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の報 酬

は、フルタイム会計年度任用職員として前

2項の規定を適用したならば得られる給料

月額 とその者の 1週 間当た りの勤務時間を

考慮 して規則で定めた額を支給する。

(追加 )

(会計年度任用職員の諸手当)

第 28条  会計年度任用職員の初任給調整手

当、地域 手 当、通 勤 手 当、 時 間外 勤 務 手

当、宿 日直手当、休 日勤務手当、夜間勤携

手当及び特殊勤務手 当 (付 加報酬及び通勤

に係 る費用弁償 を含 )は 、 第 12条 の

2、 第 12条 の 3、 13条 、第 14条 か

ら第 16条 まで、第 18条、第 19条、第

20条 及び第 21条 の規定を準用 して支給

する。             (追 加 )

(会計年度任用職員の期末手当)

第 29条 会計年度任用職 の期 末 手 当 は、

6月 1日 及 び 12月 1日 (以 下 この条 にお

いて「基準日」という。た_の それぞれを起

算 日として 1月 以前カヽ ら引 き続 い て 来 準 日

に在職す る任期の定 めが 6月 以 上 の会 計 年

度任用職員 (こ れに準ず る者 として規貝Uで

定める職員 を含む。 )に 対 して、第 22条
第 1項に規定す る 給 日に支給す るハ

2 会計年度任用職員の期末手当の額は、期

末 手 当基礎 額 に 10 今 の 32.5を 乗 じ

て得 た額 に、基 準 日以前 6月 以 内 の期 間 に

おけるその者の在職期間の第 22条 第 2項

各 号 に掲 げ る区分 に じ、 当該 各 号 に定 め

る割合を乗 じて得 た額 とす るぃ

3 前項 の期 末 手 当基礎額 は、それ ぞれ そ の

芸 逢 ロチロ芹 ι 沐 ヤヽて 卦 仁 ド_Fイ千 田 購 昌 カミ呼

け るべ き報 酬及 び給 の 月額 並 び に これ ら

に対す る地域手 当に相当す る報酬の月額又

は地域手当の月額の合 計額 とす る^

4 第 2項 に規定す る在職期間の算定に関 し

必要な事項は、規則で定める。

5 前 4項 に定めるもののほか、会計年度任

用職員の期末手 当は、第 22条 の 2及 び第

22条の 3の 規定 を準 用す るハ

(会計年度任用職員の給与の特例 )

(追加 )
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改  正  案 改  正  前

第 30条 前 4条 の規定にかかわ らず、任命

権者が特に必要 と認 める会計年度任用職員

す 給 十 ム給 卑

`浪
手 当 を除 くぃ )は 、

他の職員 との権衡 、その職務の特殊性等 を

考慮 し、規則で定めることができる。

(追加 )

(会計年度任用職員の退職手当)

第 31条  フル タイム会計年度任用職員の退

職手当については、別に条例で定めるぉ

(会 計 年 庁 イ千 職 員

(追加 )

の給与の支給

方法等 )

第 32条  報酬及び給料の期間計算は、月の

1日 か ら末 日まで とし、当該期間につき報

酬及び給料の全額を支給する。

2 報酬及び給料は、次の各号に掲げる職員

の区分に応 じ、当該各号に定める日に支給

する。

但 パ ー トタイ ム会 計 年度任用職員 勤務

した月の翌月 21日

Q フル タイム会計年度任用職員 勤務 し

た月の当月 21日        (追 加 )

3 略

4 前 3項に規定す るもののほか、会計年度

任用職 員 の給与の支給に関 し必要

な事項は、規則で定める。

(給 与の 口座振替 )

第 33条  略

(給 与か らの控除 )

第 34条 略

(規則への委任 )

第 35条  略

附 則

(令和 2年度における会計年度任用職員の

給料月額の特例 )

15 令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月

31日 までの間においては、第 27条第 1

項 の規定 に よ り準用 る第 3条第 1項第 1

号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対

する給料月額の支給に当たつては、給料月

額から、給料月額に 100分 の 2を乗 じて

得た額に相当する額 (そ の額に 100円 未

満の端数を生 じたときは、これを切 り上げ

(追加 )

(非常勤の職員及び臨時職員の給与の支給

方法等 )

第 27条 報酬及び賃金の期間計算は、月の

1日 か ら末 日までとし、当該期間につき報

酬及び賃金の全額を支給す る。

2 報酬及び賃金は、勤務 した月の翌月 21
日               に支給

する。

3 略

4 前 3項に規定するもののほか、非常勤の

職員及び臨時職員の給与の支給に関 し必要

な事項は、規則で定める。

(給与の口座振替 )

第 28条 略

(給与からの控除 )

第 29条 略

(規則への委任 )

第 30条  略
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改  正  案 改  正  前

別表第 4(第 3条、第 27条 関係 )

の

14)会計年度任用職員等級別基準職務表

給料表 職務の級 職務の内容

1級
定型的な業務 を行 う

職員の職務

一般行

政職給

料表

2級

相当の知識又は経験

を必要 とする業務 を

行 う職員の職務

3級

高度の知識又は経験

を必要 とする業務 を

行 う職員の職務

1級
単純容易な業務 を行

う職員の職務技能労

務職給

料表 2級

相 当の技能又は経験

を必要 とす る業務 を

行 う職員の職務

別表第 4(第 3条 関係 )

(1)～ (31の 表 略

(2)第 2条の規定による職員の退職手当に関する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(適 用範囲 )

第 2条 略

2 常時勤務に服す ることを要 しない者の う

ち、職員について定められている勤務時間

以上勤務 した 日 (法 令又は条例若 しくはこ

れに基づ く規則により、勤務を要 しないこ

ととされ 、又 は休暇 を与 え られた 日を含

む。 )が 18日 以上ある月が引き続 いて

12月 を超 えるものに至ったもので、その

超 えるに至った 日以後引き続 き当該勤務時

間に よ り勤務す ることとされてい るもの

は、職員 とみな して、この条例 (第 4条 中

11年以上 25年未満の期間勤続 した者の

通勤による負傷又は病気 (以 下 「傷病」 と

い う。 )に よる退職及び死亡による退職に

係 る部分以外の部分並びに第 5条 中公務上

の傷病又は死亡による退職に係 る部分並び

に 25年以上勤務 した者の通勤による傷病

による退職及び死亡による退職に係 る部分

(適 用範囲)

第 2条 略

2 常時勤務に服す ることを要 しない者の う

ち、職員について定められている勤務時間

以上勤務 した 日 (法 令又は条例若 しくはこ

れに基づ く規則によ り、勤務 を要 しないこ

ととされ、又は休暇 を与 え られ た 日を含

む。 )が 18日 以上 あ る月が引 き続 いて

12月 を超 えるものに至った もので、その

超えるに至った 日以後引き続 き当該勤務時

間によ り勤務す るこ ととされ てい るもの

は、職員 とみなして、この条例 (第 4条中

11年以上 25年未満の期間勤続 した者の

通勤による負傷又は病気 (以 下 「傷病」 と

い う。)に よる退職及び死亡による退職に

係 る部分以外の部分並びに第 5条 中公務上

の傷病又は死亡による退職 に係 る部分並び

に 25年以上勤務 した者の通勤による傷病

による退職及び死亡による退職に係 る部分
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改  正  案 改  正  前

以外の部分を除 く。)の 規定を適用す る。

ただ し、地方公務員法第 22条 の 2第 1項

第 1号 に掲げる職員については、この限 り

でない。

附 則

(フ ル タイム会計年度任用職 員の勤続期間

の計算 の特例 )

第 29条 地 方公 務 員法 第 22 条の 2第 1項

第 2号に掲げる職員 (以 下 「フルタイム会

計年度任用職員」 とい う。)に 対す る第 9

択久 の 十日常 の →商用 tこつ い て は 、 同条第 1号中

「その者 の同項 に規 する勤務 した月Jと

あるのは「平なとP4年 4月 1日 以後におけ

る そ の 者 の 同 頂 に 婦 定す る勤 務 した月 |

と、 同条 第 2号 中 「その職員 となる前の引

き続いて勤務 した期間」 とあるのは 「平成

24年 4月 1日 以後におけるその職員 とな

る前 の引 き続 いて勤 した期間Jと す る。

2 フル タイム会計年度任用職員に対す る第

10条 第 1項の規 定の適用 につ いては、同

r百 中 「笛 2 条 宙 里 r百 規 庁す る者 に相 当す

る職員以外の地方公務員等 として引き続い

た在職期間」 とあるのは 「平成 24年 4月

1日 以 後 にお tす る フル タイ ム会計年度任用

職 昌 Iこ相 当十 る職 昌以 外 の 子仲ナ公落 昌た導 ル

して引き続いた在職期間」 とする。

(追加 )

以外の部分を除 く。)の規定を適用す る。

(創 第 3条の規定による職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正

(下繰部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(趣 旨)

第 1条  この条例 は、地方公務員法 (昭 和

25年 法律第 261号 。以下 「法」 とい

う。)第 29条第 4項の規定に基づき、職

員の懲戒の手続及び効果について必要な事

項を定めるものとする。

(減給の効果 )

第 3条  減給は、 1日 以上 6月 以下の期間、

給料月額 (法第 22条 の 2第 1項第 1号に

掲げる職員については、報酬の額 (一般職

の職員の給与に関する条例 (昭 和 46年 上

(趣 旨)

第 1条  この条例 は、地方公務員法 (昭 和

25年 法律第 261号

給料月箱

__)第 29条第 4項の規定に基づき、職

員の懲戒の手続及び効果について必要な事

項を定めるものとする。

(減給の効果 )

第 3条 減給は、 1日 以上 6月 以下の期間、
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改  正  案 改  正  前

越市条例第 75号 )第 26条第 1頂第 1号

に規定す る付加報酬を除 く。))の 10分
の 1以下に相当する額を給与から減ずるも

のとする。

の 10分
の 1以 下に相当す る額を給与か ら減ず るも

のとする。

14)第 4条の規定による職員のi分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

151 第 5条の規定による職員の育児休業等に関する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(休職の効果 )

第 3条 略

2及び 3 略

4 法第 22条の 2第 1項 に規定す る会計年

庁 イ千用職 昌 ↓ 針 す る 1項の規 庁 の滴 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 3年 を超 え な い 範 円

内」 とあるのは 「法第 22条 の 2第 1項及

び第 2項 の規 定 に来 づ き任命権者が定める

任期の範囲内」とする。 (追加 )

(休職の効果 )

第 3条 略

2及び 3 略

改  正  案 改  正  前

(育児休業をしている職員の期末手当等の

支給 )

第 7条  略

2 給与条例第 23条第 1項に規定するそれ

ぞれ の基準 日に育児休業 を してい る職員

(地方公務員法 (昭 和 25年法律第 261
号)第 22条 の 2第 1 項 に規定す る会計年

庁 イ千用職 昌 力 除 く ^ 条 にお い て 同 じぃ )

の うち、基準 日以前 6月 以内の期間におい

て勤務 した期間がある職員には、当該基準

日に係 る勤勉手当を支給する。

(部 分休業 を請求す ることがで きない職

員 )

第 22条 略

(1)略

121 次のいずれにも該当す る非常勤職員以

外の非常勤職員 (地 方公務員法

第 28条の 5第 1項

に規定す る短時間勤務の職 を占める職員

(育児休業をしている職員の期末手当等の

支給 )

第 7条 略

2 給与条例第 23条第 1項 に規定するそれ

ぞれ の基準 日に育児休業 を してい る職員

の うち、基準 日以前 6月 以内の期間におい

て勤務 した期間がある職員 には、当該基準

日に係 る勤勉手当を支給する。

(部 分休 業 を請求す るこ とがで きない職

員 )

第 22条 略

(1)略

121 次のいずれにも該 当す る非常勤職員以

外の非常勤職員 (地方公務員法 (日召 25

年法律第 261号 )第 28条の 5第 1項

に規定す る短時間勤務の職を占める職員

7



改  正  案 改  正  前

(以 下 「再任用短時間勤務職員等」 とい

う。)を除く。 )

ア及びイ 略

(以 下 「再任用短時間勤務職員等」 とい

う。)を除 く。 )

ア及びイ 略

16)第 6条の規定による公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

17)第 7条 の規定による上越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改

正

(下線部分が改正箇所 )

5 参考資料

地方公務員法及び地方 自治法の改正に伴 う会計年度任用職員制度等の概要について

別紙のとお り

8

改  正  案 改  正  前

(職員の派遣 )

第 2条  略

2 略

(1)及 び12)略

13)地 方公務員法第 22条   に規定す

る条件付採用になつている職員 (規則で

定める職員を除 く。 )

14)及 び(9 略

3 略

(職員の派遣 )

第 2条 略

2‐ 略

(1)及 び12)略

13)地方公務員法第 22条第 1項 に規定す

る条件付採用になつている職員 (規則で

定める職員を除く。 )

14)及 び(51 略

3 略

改  正  案 改  正  前

(報告事項 )

第 3条  任命権者が前条の規定により報告 し

なければな らない事項は、職員 (臨 時的に

任用 された職員及び非常勤職員 (法 第 28
条の 5第 1項に規定す る短時間勤務の職を

占める職員及び法第 22条の 2第 1項第 2

号に掲げる職員を除 く。)を 除 く。以下同

じ。)に係 る次に掲げる事項 とする。

(1)～ 側 略

(報告事項 )

第 3条 任命権者が前条の規定により報告 し

なければならない事項は、職員 (臨 時的に

任用 された職員及び非常動職員 (法 第 28
条の 5第 1項 に規定する短時間勤務の職を

占める職員

を除 く。)を 除 く。以下同

じ。)に係 る次に掲げる事項 とする。

(1)～ tO 略



地方公務員法及び地方自治法の改正に伴う

会計年度任用職員制度等の概要について

1 法律の改正に伴う会計年度任用職員制度の概要

地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進する

ため、新たに「会計年度任用職員」を創設し、その任用、給付等に関する規定を定めた改正地方

公務員法及び地方自治法が令和 2年 4月 1日 に施行されるもの

2 法律の主な改正内容

(1)会計年度任用職員の創設 (地方公務員法の一部改正)・・・下記の図④

。一般職の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であったことから、新たに「会計年度任

用職員」を創設し、採用、任期、勤務時間等に関する規定を整備

(2)会計年度任用職員の給付制度 (地方自治法の一部改正)

。期末手当の支給を可能とするほか、給付に関する規定を整備

(3)その他の職 (地方公務員法の一部改正)

ア 特別職の任用 (法第 3条第 3項第 3号)・・・下記の図②の一部

・専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、

助言、調査、診断等を行う者に限るよう厳格化

イ 臨時的任用…下記の図③

・常勤職員に欠員を生じた場合に任用

<改正地方公務員法における職の整理>

※出典 :総務省通知「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル」
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3 当市における会計年度任用職員制度への移行に伴う主な改正点

(1)給料・報酬水準

・給料 (報酬)月額は、職務内容、職の困難度及び責任の程度等を考慮し、類似する職務に従

事する常勤職員の職務の級及び号給に基づく額を設定

・上記の額へ移行するための経過措置として、現行水準に対し、令和 2年度に約 3%、 令和 3

年度に約 2%相当額を引上げ

(2)期末手当

・支給割合 年 0,65月 (6月 支給期 :0.325月 、12月 支給期 :0.325月 )

※ ただし、令和 2年 6月 の支給期は、制度移行後の在職期間が 3月 未満とな

るため、100分の 30を乗じた 0.0975月

・支給要件 ①6か月以上任用される者

②週 15時間30分以上勤務する者

③各支給期の基準日 (6月 1日 、12月 1日 )の 1か月以前から在職する者

(3)特月1イ木暇

・妊産疾病休暇を新設

。結婚休暇を連続する 3日 以内から5日 以内に、生理休暇を連続する2日 以内から必要と認め

られる期間に拡充

<制度の概要>

※ 法律の改正によるもののほか、網掛け部分が、本定例会に提案する一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部改正案及び関連規則の改正により整備するもの

区分
非常勤一般職

(現行)

会計年度任用職員

(令和 2年 4月以降)

勤務時間 週 38時間 45分以内
フルタイム

(週 38時間 45分 )

パートタイム

(週 38時間45分未満)

条件付採用期間 14日 (最初の任用時) 1か月 (会計年度の都度)

営利企業への従事等の制限 対象 対象 対象外

給与 報酬 給料 幸限西川

常勤職員給料表を参考 常勤職員給料表を準用

費用弁償 手当 費用弁償

0.65月 鈴

フルタイムのみ報酬 手 当

報酬 手 当 報酬

年次有給休暇の付与 試用

'胡

間 14日 後 任用初日

特別休暇 国、県等との均衡を考慮 回制度を準用 (新設・拡充)

人事評価 対象 対象

人事行政の公表 対象外 対象 対象外
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 123号

提  出  課 人事課

上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について

1 改正理由

地方公務員法の一部改正を受け、専門的な知識、経験等に基づき、助言、調査等を

行 う者を除く特別職非常勤職員を会計年度任用職員等に移行す るため、一部の職を廃

止するもの

2 改正内容

診療所医師、上越休 日・夜間診療所薬剤師、上越休 日・夜間診療所看護師、上越休

日・夜間診療所放射線技師、地すべ り巡視員、行政事務嘱託員、外国語指導助手、 自

然環境調査・監視員及び国際交流員の報酬額に係る規定を削る。 (別表関係 )

3 施行期 日

令和 2年 4月 1日

4 上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例改正案新旧対

照表

(下線部分及び太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 2条関係 )

区 分 報酬額

(略 )

保育所嘱託医 1保育所 につ き

年  230, 000
円以内

(削 除 )

別表 (第 2条関係 )

区  分 報酬額

(略 )

保育所嘱託医 1保育所 につ き

年  230,000
円以内

診療所医師 月 を単位 とす るとき

164,700円 以

内

職務 1回 を単位 とす

るとき

111, 900円 以

内

上越 休 日・ 夜

間診療 所 薬 剤

自市

職務 1回 につき

55, 000円 以内

上越休 日・夜

間診療所看護

師

〃 44,000円

以 内
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改  正  案 改  正  前

削除 )

削除 )

削除 )

予防接種健康

被害調査委員

1口 につき

9,700円

(略 )

幼稚 園 。学校

薬剤師

1校 (園 )につ き

年  88,000円
以内

青少年健全育

成委員

職務 1回 につ き

2,050円

(略 )

上越 市オ ンブ

ズパー ノン専

門調査員

1日 につ き

15,000円

鳥獣特別捕獲

員

職務 1回 につ き

4,100円

(削 除 )

上越休 日・夜 〃 44,000円

間診療所放射 以 内

技 師

桔 考  所 得 紳 湊 (日召和 40年 法 律

第 33号 )第 2条第 1項 第 5号

に規定す る非居住者 である外 国

語指導助手及び国際交流員 の報

酬額は、 この表 に定 める額にか

か わ らず 、 同 法 に規 定す る所 得

税並びに地方税法 (昭 和 25年
法律第 226号 )に 規定す る県

民税及び市民税 が課 され る場合

は、それ らの税 を控除 した後 の

報酬の月額がそれぞれ 同頂第 3

号 に規 定 す る居 住者である外 国

語指導助手及び国際交流員 と同

予防接種健康

被害調査委員

1日 につき

9,700円
(略 )

幼稚 園 。学校

薬剤師

1校 (園 )につき

年 88,000円
以内

地すべ り巡視

員

年  200, 000

円以 内

行政事務嘱託

員

月  1,900円

外 国語 指 導助

手

〃  330, 000

円以 内

青少年健全育

成委員

職務 1回 につ き

2,050円

( 略 )

上越市オ ンブ

ズパー ツン専

門調査員

1日 につき

15,000円

自 然 環 境 調

査・監視員

年  20,000円

鳥獣特別捕獲

員

職務 1回 につ き

4,100円

国際交流員 月  300,000
円以内

等 とな る とする。
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1

所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 124号

提  出  課 人事課

職員の旅費に関する条例等の一部改正について

改正理由

地方公務員法の一部改正により、一般職の地方公務員の欠格条項か ら成年被後見人

及び被保佐人が削除されたことに伴い、弓1用 条項を整備するもの

2 改正内容

地方公務員法の引用条項を整備する。 (職員の旅費に関す る条例第 3条、職員の退

職手当に関する条例第 15条、一般職の職員の給与に関する条例第 22条、第 22条
の 2、 第 23条、第 25条関係 )

3 施行期 日

令和元年・12月 14日

4 職員の旅費に関する条例等改正案新旧対照表

(1)第 1条 の規定による職員の旅費に関する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

121 第 2条の規定による職員の退職手当に関する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

に掲げる事由又はこれ らに準ず る事由によ

り退職等 となつた場合には、同項の規定に

かかわ らず、同項の規定による旅費は支給

しない。

4～ 7 略

(旅 費の支給 )

第 3条 略

2 略

3 職員が前項第 1号の規定に該 当する場合

において、地方公務員法第 16条 各号

若 しくは第 29条第 1項各号

(旅費の支給 )

第 3条 略

2 略

3 職員が前項第 1号の規定に該 当する場合

において、地方公務員法第 16条第 2号か

に掲げる事由又はこれ らに準ず る事由によ

り退職等 となつた場合には、同項の規定に

かかわ らず、同項の規定による旅費は支給

しない。

4～ 7 略

ら第 5号 まで若 しくは第 29条第 1項各号

改  正  案 改  正  前

(懲戒免職等処分 を受 けた場合等 の退職 手

当の支給制限 )

第 15条 略

(1)略

(2)地 方公務員 法第 28条 第 4項の規定 に

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手

当の支給制限)

第 15条 略

(1)略

(劾 地方公務員法第 28条第 4項の規定に

13



改  正  案 改  正  前

よる失職

又はこれに準ず る退職

をした者

2及び 3 略

よる失職 (同 法第 16条第 1号に該当す

る場合を除 く。)又 はこれに準ず る退職

をした者

2及び 3 略

13)第 3条の規定による一般職の職員の給与に関する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(期末手当)

第 22条 期末手当は、 6月 1日 及び 12月

1日 (以 下この条か ら第 22条の 3ま でに

おいてこれ らの 日を 「基準 日」 とい う。 )

にそれぞれ在職す る職員に対 して、それぞ

れ基準 日の属す る月の規則で定める日 (次

条及び第 22条の 3に おいてこれ らの 日を

「支給 日」 とい う。)に 支給す る。 これ ら

の基準 日前 1月 以内に退職 し

、又は死亡 した職員

(第 25条第 6項 の規定の適用を受ける職

員及び規則で定める職員を除 く。)に つい

ても同様 とする。

2及び 3 略

4 第 2項 の期末手当基礎額は、それぞれそ

の基準 日現在 (退職 し        、

又は死亡 した職員にあつては、退職 し、

、又は死亡 した 日現在)に お

いて職員が受けるべき給料及び扶養手当の

月額並びにこれ らに対する地域手当の月額

の合計額 とする。

5及び 6 略

第 22条の 2 略

(1)略

(動 基準 日か ら当該基準 日に対応す る支給

日の前 日までの間に法第 28条第 4項の

規定により失職 した職員

(31及 び14)略

(勤勉手当)

第 23条 勤勉手当は、 6月 1日 及び 12月

1日 (以 下 この条において これ らの 日を

「基準 日」 とい う。)に それぞれ在職する

(期末手当)

第 22条 期末手当は、 6月 1日 及び 12月
1日 (以 下この条か ら第 22条の 3ま でに

おいてこれ らの 日を 「基準 日」 とい う。 )

にそれぞれ在職す る職員に対 して、それぞ

れ基準 日の属す る月の規則で定める日 (次

条及び第 22条の 3においてこれ らの 日を

「支給 日」 とい う。)に 支給す る。 これ ら

の基準 日前 1月 以内に退職 し、若 しくは法

第 16条第 1号に該当 して法第 28条第 4

項の規定により失職 し、又は死亡 した職員

(第 25条第 6項 の規定の適用を受ける職

員及び規則で定める職員を除 くc)に つい

ても同様 とする。

2及び 3 略

4 第 2頂の期末手当基礎額は、それぞれそ

の基準 日現在 (退職 し、若 しくは失職 し、

又は死亡 した職員にあつては、退職 し、若

しくは失職 し、又は死亡 した 日現在)に お

いて職員が受けるべき給料及び扶養手当の

月額並びにこれ らに対す る地域手当の月額

の合計額 とする。

5及び 6 略

第 22条 の 2 略

(1)略

121 基準 日か ら当該基準 日に対応す る支給

日の前 日までの間に法第 28条第 4項の

規定により失職 した職員 (法 第 16条第

1号 に該 当 して失職 した職員 を除 く。 )

13)及 び14)冊各

(勤勉手 当)

第 23条  勤勉 手 当は、 6月 1日 及び 12月
1日 (以 下 この 条 にお い て これ らの 日を

「基準 日」 とい う。 )に それぞれ在職 す る

14



改  正  案 改  正  前

職員 に対 し、基準 日以前 6月 以内の期間に

おけるその者の勤務成績に応 じて、それぞ

れ基準 日の属す る月の規則で定める日に支

給す る。 これ らの基準 日前 1月 以内に退職

し

、 又

は死 亡 した職 員 (規 則 で定 める職員 を除

く。)についても、同様 とする。

2 略

(1)前項 の職員 の うち再任用職員等以外

の職員  当該職員 の勤勉 手 当基礎額 に

当該職員 がそれ ぞれ の基 準 日現在 (退

職 し        、又は死亡 した

職員にあつては、退職 し

、又は死亡 した 日現在。次項 にお

いて同 じ。 )において受 けるべ き扶養

手 当の力額及び これ に対す る地域手 当

の月額 の合計額 を加算 した額 に 100

分 の 92.5(特 定幹部職員 にあつて

は、 100分 の 112.5)を 乗 じて

得た額の総額

(21 略

8～ 5 略

(体職者の給与 )

第 25条 略

2～ 5 略

6 第 2項又は第 3項 に規定する職員が当該

各項に規定す る期間内で第 22条第 1項に

規定す る基準 日前 1月 以内に退職 し___

、又は死亡 し

た ときは、同項の規定により別に定める日

に当該各項の例による額の期末手当を支給

す ることができる。ただ し、別に定める職

員については、この限 りでない。

7 略

職員に対 し、基準 日以前 6月 以内の期間に

おけるその者の勤務成績に応 じて、それぞ

れ基準 日の属す る月の規則で定める日に支

給す る。 これ らの基準 日前 1月 以内に退職

し、若 しくは法第 16条第 1号に該当して

法第 28条 第 4項の規定 に よ り失職 し、 又

は死亡 した職員 (規 則で定める職員を除

く。)についても、同様とする。

2 略

(1)前 項の職員の うち再任用職員等以外

の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれの基準 日現在 (退

職 し、若 しくは失職 し、又は死亡 した

職員 にあつては、退職 し、若 しくは失

職 し、又は死亡 した 日現在。 次項 にお

いて同 じ。 )において受 けるべ き扶養

手 当の月額及び これ に対す る地域 手 当

の月額 の合計額 を加算 した額 に 100
分 の 92.5(特 定幹部職員 にあつて

は、 100分 の 112.5)を 乗 じて

得た額の総額

121 略

8～ 5 略

(休職者の給与 )

第 25条  略

2～ 5 略

6 第 2項又は第 3項 に規定する職員が当該

各項に規定す る期間内で第 22条第 1項に

規定す る基準 日前 1月 以内に退職 し、若 し

くは法第 16条第 1号に該 当して法第 28
条第 4項の規定により失職 し、又は死亡 し

た ときは、同項の規定により別に定める日

に当該各項の例による額の期末手当を支給

す ることができる。ただ し、別 に定める職

員については、この限 りでない。

7 略
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